
帯状疱疹ワクチンの定期接種化について

これまで任意接種で実施されてきた帯状疱疹ワクチンについては、令和７年

４月１日から定期接種のＢ類接種に位置づけられる予定です。これに伴い予防

接種法に基づく定期接種として次のとおり実施します。

１．接種対象者

① 年度内に６５歳を迎える方

② ６０～６４歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり

日常生活がほとんど不可能な方。

③ 令和７年度から令和１１年度までの５年間の経過措置として、その年

度内に７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００歳（※）となる方

も対象となります。

※１００歳以上の方については、令和７年度に限り全員対象となります。

２．接種場所

３市３町（泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町）の協力医療

機関

３．接種時期

令和７年４月１日から通年

４．接種ワクチン

①か②のいずれかを選択

①組換えワクチン

（不活化ワクチン）
②生ワクチン

種 類 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 乾燥弱毒性水痘ワクチン

製 品 名
ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ株式会社

「シングリックス」

阪大微生物研究会

「ビケン」

接種方法 筋肉内注射 皮下注射

接種回数 ２回接種（２か月間隔） １回接種

接種費用 ２２，０６０円×２回 ８，８６０円×１回

自己負担額
１１，０００円×２回

非課税世帯等は負担なし

４，５００円×１回

非課税世帯等は負担なし

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日
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５．予算関係（当初予算）

【歳出】

※接種費用単価は医師会了承済

※個別接種委託料の人員は、接種対象者の約 30％で計上

６．特記事項

・町実施の集団接種の予定はありません。

・ワクチンは卸業者から直接医療機関へ配送されます。

・定期接種の対象者に該当しない方は、予防接種法に基づかない任意接種とな

り、接種費用は全額自己負担となります。

・帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象となります。

７．今後の予定

令和７年４月号広報、ホームページ、公式ＳＮＳで周知

予算費目 予算額 備考

消耗品費 6千円 医療機関配布用冊子ほか

印刷製本費 44 千円 説明書、予診票、接種済証

通信運搬費 240 千円 予防接種の周知

個別接種委託料 20,997 千円 接種費用

①組換えワクチン

＠11,060 円×770 人×2回（課税）

＠22,060 円× 85 人×2回（非課税）

②生ワクチン

＠4,360 円× 41 人×1回（課税）

＠8,860 円× 4人×1回（非課税）

予防接種助成金 133 千円 特別措置分

①組換えワクチン

＠11,060 円× 1人×2回（課税）

＠22,060 円× 2人×2回（非課税）

②生ワクチン

＠4,360 円× 1人×1回（課税）

＠8,860 円× 2人×1回（非課税）

21,420 千円
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